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宮崎市グローバルチャレンジ支援事業 ～中学生の海外派遣～ 実施要項 
 

１．目的 
　　宮崎市が中学生を海外へ派遣することにより、英語によるコミュニケーション能力の
育成や、世界の異なる文化や価値観、考え方などにふれながら、グローバルな視点で自
分や地域の課題を考えることを通して豊かな国際感覚の醸成を図る。 

２．派遣先 
　　マレーシア 

３．期間 
　　令和７年８月２日（土）から　８月１６日（土）までの１５日間 

４．内容 
　　語学学校での語学研修、現地学校との交流、ホームステイ（１日程度）、施設見学等 

５．派遣及び引率 
　　派遣：生徒２０名（令和７年度の中学２年生及び３年生） 
　　引率：引率３名（予定）、添乗員１名 

６．応募資格 
　　本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

　（１）令和７年度において、宮崎市内の中学校に通い、本市に住所がある中学２年生
または中学３年生であること。 

（２）保護者の了解を得た上で、生徒自身が積極的に参加を希望しており、語学研修
等に熱心にかつ意欲的に取り組み、集団生活において規律ある行動がとれるこ
と。 

（３）宮崎市教育委員会が主催する教育的活動であることを理解できること。 
（４） 一定の英語力があること。一定とは、英語力の国際基準である CEFR(セファー

ル)の A1 程度（実用英語技能検定の場合、３級に近い程度）とする。 
具体的には、以下の３点が英語でできる程度とする。 

①　よく使われる日常的表現や基本的な言い回しについて、理解したり使用した
りすることができる。 

②　自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、持ち物などの個人
的情報などについて、質問したり答えたりすることができる。 

③　相手がゆっくり・はっきりと話し、助けが得られれば簡単なやり取りをする
ことができる。 

（５）１５日間の海外研修に十分耐えられ、介助等なく生活を送ることができること。 
（６）事前研修会（２回）、事後研修会及び報告会の全てに参加すること。 
（７）「10．経費」に関する費用などは負担すること。 
（８）       一定期間をおいた事後アンケート等（数回）に協力すること。（１年後、３年後、

６年後を予定） 
（９）  令和６年度の「宮崎市グローバルチャレンジ支援事業～中学生の海外派遣～」

に参加していないこと。 
 

７．応募書類について 
　 （１）応募書類：様式第１号 

（２）提出先：宮崎市教育委員会　企画総務課　教育施策推進室 
（３）提出締切：令和７年３月２８日（金）１７時必着（直接持参、または郵送） 

※   応募書類は、宮崎市役所のホームページ内の 
宮崎市教育委員会　企画総務課内に保存しております。 
適宜ダウンロードし、ご活用ください。 
なお、右記の二次元コードからも参照できます。 
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８．選考について 
　　書類による一次選考を行い、一次選考を通過した者に面接による二次選考を行う。 

   　＜書類及び面接における評価項目＞ 

　　　①　本事業の趣旨を理解しているか。 
　　　②　将来を見据え、参加の目的が明確であるか。 
　　　③　語学研修等に熱心に、かつ意欲的に取り組むことができるか。 
　　　④　集団生活を行う上で、規律ある行動がとれるか。 
　　　⑤　一定の英語力を有しているか（面接において英語による質問） 

９．選考及び研修等のスケジュール（予定） 
（１）募集開始　　　　　　令和７年３月１０日（月） 
（２）応募書類提出締切    令和７年３月２８日（金）１７時必着（様式第１号） 
（３）一次選考（書類選考）  
（４）一次選考結果通知　　令和７年４月２８日（月）（学校を通じて通知） 
（５）二次選考（面接）　　令和７年５月１０日（土）順番により午前または午後 
（６）二次選考結果通知　　令和７年５月２１日（水）（学校を通じて通知） 
（７）第１回事前研修会　　令和７年６月２１日（土）午後 
（８）第２回事前研修会　　令和７年７月２６日（土）午前（出発式を兼ねる） 
  　　海外派遣研修　　　　令和７年８月　２日～１６日 

　（９）第１回事後研修会　　令和７年８月２３日（土）午後 
（10）報告会　　　　　　　令和７年９月以降を予定 

10．経費 
　　旅費等に関する経費の一部は、宮崎市が負担する。 
　　ただし、次の経費については自己負担とする。 

　 （１）派遣に必要な旅費のうち個人負担分（10 万円の予定。ただし確定は４月初め*） 
*宮崎市役所のホームページ（応募書類を保存しているところ）に掲載。 

（２）パスポート取得費 
（３）その他、個人の理由により必要なものに関する費用 

※　二次選考結果通知において、宮崎市就学援助制度の概要を同封します。保護者か
らの申出をもとに、当該制度の基準と照らし合わせた結果、個人負担分を免除する
場合があります。不明な点は、お問い合わせください。 

11．その他 
　　（１）次に掲げるいずれかに該当した場合、失格とする。 
　　　　①　提出締切を過ぎて応募書類が提出された場合 
　　　　②　面接の受付終了時刻までに会場に来なかった場合 
　　　　③　提出書類に虚偽の記載があった場合 
　　　　④　審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合 
　　　　⑤　派遣が決定した後であっても、派遣生徒として不適切な事由があった場合 

（２）提出された応募書類等は、以下のように取り扱い、返却はしません。 
①　本事業は委託事業であるため、委託業者には必要な情報を提供します。ただ

し、本事業の派遣に関すること以外の目的では使用しません。 
②　選考作業において必要な範囲で複製する場合があります。 

　　（３）やむを得ない事情により、選考または派遣に参加できなくなった場合、すみや
かに辞退の旨を教育委員会に連絡してください。 
なお、個人負担分については、利息を付さずに返還します。ただし、キャンセ
ル料等が必要な場合は負担していただきます。 

＜問合せ＞ 
　　　 　〒８８９－１６９６　宮崎市清武町西新町１番地１（清武総合支所４階） 
　　　　  宮崎市教育委員会　企画総務課　教育施策推進室（担当：兒玉、野﨑） 
　　　　  電話：０９８５－８５－１８５７　　FAX ：０９８５－４４－５４４５ 
　　　　  Mail：45soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp


